
区画 形質 の 変更 につ いて の 取扱 いに つい て  

 

 都 市計 画 法第 ４条 第１ ２ 項  

  この 法 律に おい て「開 発行 為」と は、主 と して 建築 物 の建 築又

は 特 定 工 作 物 の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 土 地 の 区 画 形 質 の 変

更を いう 。  

 

土地 の区 画 形質 の変 更と は、次 のい ずれ か に該 当す るも の とす る 。 

１  土地 の 区画 の変 更  

 道 路 、水 路 等 の公 共施 設 の新 設 、変 更 、廃 止 等 に より 土 地利 用

形 態 の 区 画 を 変 更 す る こ と を い う 。（ 単 な る 分 合 筆 等 権 利 区 画 の

変更 を除 く。）  

２  土地 の 形の 変更  

  切 土 、 盛 土 に よ っ て 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。（ 建

築 物 の 建 築 又 は 特 定 工 作 物 の 建 設 自 体 と 不 可 欠 な 一 体 の 工 事 と

認め られ る 基礎 打ち 、土 地 の掘 削等 の行 為 は除 く。）  

（１ ）高 さ ３０ セン チメ ー トル を超 える 切 土  

（２ ）高 さ ３０ セン チメ ー トル を超 える 盛 土  

（３ ）高 さ ３０ セン チメ ー トル を超 える 一 体の 切土 及び 盛 土  

 ３  土 地 の質 の変 更  

  宅地 以 外 （ 農地 等） の 土地 を宅 地に す るこ とを いう 。  

  宅地 と は以 下の 土地 を いう 。  

 （ １）不 動 産 登記 法に よ る 土 地の 登記 簿 の地 目が 宅地 で ある 土地

（市 街化 調 整区 域に あっ て は、昭和 ４５ 年 ７月 ３１ 日以 前 よ

り宅 地で あ った 土地 ）  

 （ ２）建 築 基 準法 によ る 建築 の確 認を 受 けて 建築 され た 建築 物の

敷 地 と し て 利 用 さ れ て い る 土 地 又 は 建 築 物 の 敷 地 と し て 利

用さ れて い た土 地  

 （ ３）旧 住 宅 地造 成事 業 に関 する 法律 に 基づ き建 築物 の 敷地 とし

て造 成事 業 が完 了し た土 地  

 （ ４）都 市 計 画法 によ る 開発 許可 を受 け て建 築物 の敷 地 とし て開

発行 為が 完 了さ れた 土地  

 （ ５ ） 建 築 基 準 法 に よ る 道 路 位 置 指 定 を 受 け た 土 地 の 区 域 内 で 、



建築 物の 建 築の 用に 供す る 土地  

（６ ）都市 計画 法第 ２９ 条 第１ 項第 ４号 か ら９ 号ま での 規 定に 該

当す る開 発 行為 の区 域内 の 土地 で、建 築物 の敷 地と して 完 了

した 土地  

 （ ７）土 地 区 画整 理法 に 基づ く土 地区 画 整理 事業 の認 可 を受 けた

土地 で仮 換 地指 定後 （原 則 とし て使 用収 益 開始 後） の土 地  

 

４  都 市 計 画 法 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 適 用 除 外 の 扱 い に つ

いて  

本号 によ り 適用 除外 とさ れ るの は 、土 地区 画 整 理事 業の 施 行 地

区内 の開 発 行為 の意 味で は なく 、土 地 区画 整理 事業 その も のの 内

容と して 行 う開 発行 為で あ る。  

土地 区画 整 理事 業の 施行 地 区内 であ って も 、土 地区 画整 理 事業

とし てで は なく 、土 地 の所 有者 等が 別個 に 開発 行為 を行 う 場合 に

は都 市計 画 法第 ２９ 条の 許 可を 要す るこ と とな る。  

 

 

 こ の取 扱 いは 、 平 成２ ５ 年４ 月１ 日 か ら 施行 する 。  


